
特定保健指導の流れ（任意継続組合員を除く組合員）

■動機付け支援該当者（メタボ予備軍）

■積極的支援該当者（メタボ該当者）

健診記録

共済組合

組合員

訪問型利用を

希望しない場合

⇒「利用券」送付

訪問型利用を

希望した場合 職場で相談員の初

回面接を受けた後、

生活改善に取り組む

⇓

６か月間、相談員か

ら電話で支援（4回）

特定保健指導

所属

自分で予約

「利用券」
を持って
指定医療
機関へ

医療機関で初回面

接を受けた後、生活

改善に取り組む

⇓

３～６か月間、医療

機関から電話等で

支援

特定保健指導

医療機関

委託機関の相談員
が、対象者へ電話

委託機関から

所属へ案内送付

定期健康診断
または人間ドック
受診で、特定健
康診査を受診し
たことになります。

特定健康診査

健診記録

共済組合

組合員

訪問型を利
用するかど
うかを選択
（遠隔面談を
希望する場
合はこの時
に申し出る）

共済組合

訪問型利用を

希望しない場合

⇒「利用券」送付

訪問型利用を

希望した場合

指定の日に
所属を訪問
もしくは遠隔
面談

職場で相談員の初

回面接を受けた後、

生活改善に取り組む

⇓

３か月後、評価アン

ケートに答える

特定保健指導

所属

自分で予約

「利用券」
を持って
指定医療
機関へ

医療機関で初回面
接を受けた後、生活
改善に取り組む

⇓
６か月後、医療機関
から電話等で状況
確認

特定保健指導

医療機関

委託機関

ＳＯＭＰＯ

委託機関の相談員
が、対象者へ電話

委託機関から

所属へ案内送付

定期健康診断
または人間ドック
受診で、特定健
康診査を受診し
たことになります。

特定健康診査

共済組合

委託機関

ＳＯＭＰＯ

委託機関

ＳＯＭＰＯ

委託機関

ＳＯＭＰＯ

訪問型を利
用するかど
うかを選択
（遠隔面談を
希望する場
合はこの時
に申し出る）

指定の日に
所属を訪問
もしくは遠隔
面談


